
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 配設した内視鏡本体と、
　この本体から連結部により着脱自在とされ、上記本体側 に連結可能とな 引管
を有する管路ユニットとを備えた内視鏡装置であって、
　
　

　

　 上記本体側への上記管路ユニットの取付け時に、 連結用突出
管で押された弁が支点部を軸として動くことにより開き、この管路ユニットの取外し時に
、動いていた弁が戻ることにより閉じる構造のシャッタ けたことを特徴とする管路を
連結する内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は管路を連結する内視鏡装置、特に少なくとも吸引管を備え、この吸引管を含む管
路を管路ユニットにより途中から分離可能に取り扱う内視鏡装置で、その連結部管路の構
成に関する。
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処置具挿通チャンネルの役目もする吸引管を内部に
吸引管 る吸

上記連結部における上記本体側吸引管の開口にパッキンを配置し、
上記管路ユニットの吸引管には、上記本体側吸引管開口のパッキンまで届く長さの連結

用突出管を配置すると共に、分岐管を介して処置具導入のための鉗子口を接続し、
上記本体側吸引管の開口側に、この開口に対し上記パッキンを介して接続される上記連

結用突出管を通す状態でこの本体側吸引管の開口を塞ぐためのシャッタ部を配置し、
このシャッタ部には、 上記

を設



【０００２】
【従来の技術】
従来の、例えば電子内視鏡（スコープ）は、ＣＣＤ（ Charge Coupled Device）を有する
先端部、挿入部、操作部、ケーブルからなり、このケーブルを光源装置及びプロセッサ装
置に接続するようになっている。この内視鏡本体及びケーブルには、ライトガイドや電気
信号線が配置され、また先端部へ送気／送水をするための送気管及び送水管や、処置具の
挿入及び被観察体内の内容物を吸引する吸引管等が配置される。
【０００３】
このような内視鏡によれば、光源装置の光がライトガイドを介して先端部から照射され、
これに基づいてＣＣＤにより被観察体内が撮像・観察される。そして、上記送気管及び送
水管を用いて先端部から観察窓等へ送気及び送水が行われ、上記吸引管を用いて処置具の
挿入や被観察体内の汚物等の吸引・排出が可能となる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述の内視鏡装置は、医療現場で用いられることから上記各種管路の洗浄や殺
菌消毒等が必要であり、この洗浄、消毒を効率よく行うために、上記管路を途中で着脱自
在に分離することが提案されている。これによれば、洗浄ブラシによる洗浄が容易となる
と共に、分離した管路ユニットにつき、オートクレーブ等による滅菌処理等ができること
になる。
【０００５】
しかしながら、上記のように、管路ユニットを内視鏡本体側に対し着脱自在とする構成で
は、連結部の取外しの際に、吸引管から汚れた液体等が垂れることがあるという問題があ
る。即ち、吸引管は処置具を先端側へ導くと共に、被観察体内に残留する液体等を吸引し
ており、この吸引管内に残っている液体等が垂れると、他の送気／送水管を汚すだけでな
く、内視鏡自体や関連機器も汚すことになる。従って、衛生上好ましくないし、管路ユニ
ットを含む内視鏡の洗浄・殺菌をする際においても、余分な作業が増えることになる。
【０００６】
　本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、 内に残った汚水
等が着脱時に垂れることを防止し、清潔な状態を維持できる管路を連結する内視鏡装置を
提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明に係る管路を連結する内視鏡装置は、

配設した内視鏡本体と、この本体から連結部により
着脱自在とされ、上記本体側 に連結可能とな 引管を有する管路ユニットとを備
えた内視鏡装置であって、

上記 本体側への上記管路ユニットの取付け時に、 連結用突出管で押
された弁が支点部を軸として動くことにより開き、この管路ユニットの取外し時に、動い
ていた弁が戻ることにより閉じる構造のシャッタ けたことを特徴とする。
【０００８】
上記の構成によれば、例えば吸引管を塞ぐ大きさの弁（可動板）が支点部を軸として倒れ
るようなシャッタを内視鏡本体側の管路に設けることができ、この場合は、取付け時に上
記弁が管路ユニット側の突出した管により押されて開き、取外し時には弁が元の位置へ戻
って管路を塞ぐことになる。従って、管路ユニットの取外し時に吸引管に残留する汚れた
液体等が垂れてくることはない。
【０００９】
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吸引管

処置具挿通チ
ャンネルの役目もする吸引管を内部に

吸引管 る吸
上記連結部における上記本体側吸引管の開口にパッキンを配置

し、上記管路ユニットの吸引管には、上記本体側吸引管開口のパッキンまで届く長さの連
結用突出管を配置すると共に、分岐管を介して処置具導入のための鉗子口を接続し、上記
本体側吸引管の開口側に、この開口に対し上記パッキンを介して接続される上記連結用突
出管を通す状態でこの本体側吸引管の開口を塞ぐためのシャッタ部を配置し、このシャッ
タ部には、 内視鏡 上記

を設



【発明の実施の形態】
図１乃至図５には、実施形態に係る管路を連結する内視鏡装置の構成が示されており、ま
ず図２及び図３により操作部と管路ユニットの連結部の構成を説明する。図において、電
子内視鏡１０は、図示していないがＣＣＤを有する先端部、挿入部、そして図示の操作部
１０Ｃ、第１ケーブル１０Ｄからなり、この第１ケーブル１０Ｄが光源装置及びプロセッ
サ（画像処理）装置へ接続される。
【００１０】
即ち、上記第１ケーブル１０Ｄは、先端部から操作部１０Ｃまで配設されたライトガイド
１２及び上記ＣＣＤの駆動制御及び画像信号の読出しを行うための信号線１４を内包して
おり、上記ライトガイド１２を光源装置へ接続し、上記信号線１４をプロセッサ装置へ接
続する役目をする。これにより、先端部からの光照射及び上記ＣＣＤからの画像信号の読
出し等が可能となる。
【００１１】
また、上記操作部１０Ｃには、電気的スイッチである吸引釦（操作スイッチ）１５、ハー
ドコピー釦１６が設けられると共に、内部には吸引管１７Ａが配設される。内視鏡の管路
としては、この吸引管１７Ａの他に、送気管、送水管等が配置される場合があり、この場
合は、上記操作部１０Ｃに送気／送水釦（二段スイッチ）が設けられる。
【００１２】
そして、この操作部１０Ｃの後端部Ｅに、管路ユニット１８が連結部２０で着脱自在に設
けられ、この管路ユニット１８の端部は不図示の電磁弁ユニット（及びタンク）へ接続さ
れる。即ち、この管路ユニット１８は、支持部１８Ａと第２ケーブル１８Ｂから構成され
、この管路ユニット１８内には、図示されるように、上記の操作部１０Ｃ側の吸引管１７
Ａに連結されることになる吸引管１７Ｂが配置され、この吸引管１７Ｂは電磁弁ユニット
まで導かれる。
【００１３】
この電磁弁ユニットは、上記プロセッサ装置に電気的に接続されており、上記吸引釦１５
の操作制御信号を入力し、内部の電磁弁を開閉制御することにより、上記吸引管１７Ａ，
１７Ｂ等を介して吸引の動作を行う。なお、上記吸引管１７Ｂには分岐管２２を介して鉗
子口２３が設けられ、この鉗子口２３は処置具の導入口となり、吸引管１７Ａ，１７Ｂは
処置具挿通チャンネルの役目もすることになる。また、図３に示されるように、操作部１
０Ｃの側面側には先端部を曲げ操作するアングルツマミ２４が配置される。
【００１４】
図１に詳細に示されるように、上記管路ユニット１８を上記操作部１０Ｃへ接続するため
の連結部２０は、ネジ固定式となっている。即ち、この操作部１０Ｃの後端部Ｅに、雄ネ
ジを外周に形成した受け部２５が取り付けられ、管路ユニット１８の支持部１８Ａには、
雌ネジを内周に形成した操作リング２６が設けられる。従って、この操作リング２６を受
け部２５に螺合結合することにより、管路ユニット１８を操作部１０Ｃに接続固定できる
。
【００１５】
そして、上記の操作部（内視鏡本体）１０Ｃ側の受け部２５に連結して、シャッタ部２８
が配置される。このシャッタ部２８は、逆止弁等として用いられるものと同様の弁２９Ａ
を有する弁体２９をバネ３０で受け部２５側へ押圧する構成となっている。即ち、図４に
示されるように、この弁体２９は例えばゴム製とされ、吸引管１７Ａの開口を塞ぐ大きさ
の弁２９Ａが支点部２９Ｂを軸として、図の前後に倒れるように構成される。
【００１６】
また、上記シャッタ部２８の奥に、吸引管１７Ａを保持し、かつ気密保持をするパッキン
３１を取り付けた支持部３２が配置される。一方、上記管路ユニット１８側では、吸引管
１７Ｂの一部として、上記支持部３２のパッキン３１まで届く長さの突出管３４が設けら
れており、この突出管３４は、上記シャッタ部２８の弁２９Ａを押して倒し管路を開く役
目をすることになる。
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【００１７】
実施形態例は以上の構成からなり、内視鏡を使用する際には、上記操作リング２６と受け
部２５の螺合結合により、上記管路ユニット１８が操作部１０Ｃへ接続される。このとき
に、図２及び図５に示されるように、管路ユニット１８側の吸引管１７Ｂの突出管３４が
シャッタ部２８の弁２９Ａを倒しながらパッキン３１の内側まで配置され、吸引管１７Ａ
と連結される。従って、シャッタ部２８は開状態となって、連結された吸引管１７Ａ，１
７Ｂを介して、処置具の導入と被観察体内の液体等の吸引、除去が実施される。
【００１８】
一方、洗浄等の際に、上記操作部１０Ｃから管路ユニット１８を取り外すときは、上記の
突出管３４がシャッタ部２８から抜き出されるので、図１に示されるように、弁１９Ａが
起き上がり、この弁１９Ａによって吸引管１７Ａの出口が塞がれる。従って、操作部１０
Ｃ側に汚れた液体等が残っていたとしても、これらの液体を外部へ漏出させることはない
。
【００１９】
上記実施形態例の図では、吸引管１７Ａ，１７Ｂのみを設けた例を説明したが、内視鏡で
は、送気管或いは送水管等も配置されており、これらの管についても同様に適用すること
が可能である。
【００２０】
また、上記シャッタ部２８は本体側の吸引管１７Ｂに設けた例を示したが、上記の構成を
逆にして管路ユニット１８側へ配置してもよい。更に、このシャッタ部２８としては、上
記の弁体２９以外の構成で、揺動動作、スライド動作により管路を開閉するようなシャッ
タを用いることができる。
【００２１】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、

内視鏡本体に対し管路ユニットを連結部により着脱自在とする内視鏡装置におい
て、

上記管路ユニットの取付け
時に連結用突出管で押された弁が支点部を軸として動くことにより開き、取外し時に動い
ていた弁が戻ることにより閉じる構造のシャッタ けたので、管路内に残った汚水等が
着脱時に垂れて他の管路や器具を汚すことが防止され、清潔な状態を維持できるという利
点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態例に係る管路を連結する内視鏡装置（連結部）で取外し時の状
態を示す断面図である。
【図２】図１の内視鏡装置の連結部の取付け時の状態を示す断面図である。
【図３】図２の内視鏡を操作部の後端側から見た図である。
【図４】実施形態例のシャッタ部の弁体の構成を示す図である。
【図５】図２のシャッタ部の拡大図である。
【符号の説明】
１０　…　電子内視鏡、
１０Ｃ　…　操作部（本体側）、
１５　…　吸引釦、
１７Ａ，１７Ｂ　…　吸引管、
２０　…　管路ユニット、
２８　…　シャッタ部、
２９　…　弁体、　２９Ａ　…　弁、
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処置具挿通チャンネルの役目もする吸引管が設
けられた

上記の連結部における本体側吸引管の開口にパッキンを配置し、上記管路ユニットの
吸引管には、本体側吸引管開口のパッキンまで届く長さの連結用突出管を配置すると共に
、分岐管を介して処置具導入のための鉗子口を接続し、上記本体側吸引管の開口側に、こ
の開口に対しパッキンを介して接続される連結用突出管を通す状態でこの本体側吸引管の
開口を塞ぐためのシャッタ部を配置し、このシャッタ部には、

を設



３４　…　突出管。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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